
入 札 説 明 書 

 

支出負担行為担当官 

水 産 庁 長 官 

 

 この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があ

れば入札に参加されたい。ただし、令和５年度政府予算原案に基づいて行うものである

ため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることにご留

意願います。 

 

記 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）件    名  令和５年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち 

遊漁採捕量等実態調査事業 

（２）仕    様  仕様書のとおり 

（３）履 行 期 限  令和６年３月３１日 

（４）納 入 場 所  水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室 

 

２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）  予算決算及び会計令 (昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。) 第 70 条の規

定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結

のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和４・５・６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」を有

していること（地方公共団体は除く）。 

（４）物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受

けている期間中でないこと。 

（５）複数団体による提案も可とする。複数団体による提案とは、複数の団体が共同して行う提

案（以下「共同提案」という。）及び複数の団体が本委託事業の受託のために組織した任意

団体（民法（明治 29 年法律第 89 号）上の組合に該当するもの）が行う提案（以下「グルー

プ提案」という。）とする。共同提案及びグループ提案を行う場合は、本入札に係る水産庁

との連絡調整等を行うため、代表者を選定すること。また、共同提案を行う全ての団体及び

グループ提案を行う団体を構成する団体の全ての団体が参加資格に記載する全ての要件に適

合していることが必要であり、当該共同提案及びグループ提案を行う複数団体を構成する団

体（以下「構成員」という。）は、本入札において他の複数団体の構成員となること又は単

独で参加することはできない。 

なお、グループ提案を行う団体は、本委託事業を実施すること等について、構成する全て

の団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する

全ての団体間での契約締結書等を予め作成する必要がある。 

 

３ 入札方法及び人件費の算定方法並びに提案書の提出方法 



（１）入札方法 

入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の

所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うことと

なる。 

（２）人件費の算定 

本委託事業における経費のうち人件費の算定については、別添の「委託事業における人件

費の算定等の適正化について」により算出することとなるので、入札額の算定の参考とする

こと。 

（３）提案書等の提出 

     入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約
書、提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧、令和４･５･６年度資格審査結果
通知書(写)及び入札書を、下記５に定める提出期限までに提出場所に提出すること。な
お、提案書等の提出方法については以下のとおりとする。 

 
【郵便・信書便又は持参】 

   入札書１ 部（委任状１部） 
※入札書については、紙媒体とし電子媒体での提出は不可とする。なお、郵便・信書

便で提出する場合は、書留郵便等、配達の記録が残るものによる送付とする。 
 

【電子メール】 
    令和４･５･６年度 資格審査結果通知書のＰＤＦファイル 
     提案書のＰＤＦファイル 
    誓約書のＰＤＦファイル 
    評価項目一覧のＰＤＦファイル 
   ※別添の「電子メールを利用した書類の提出方法」を必ず確認の上、以下の宛先に送

付すること。 
    suisan_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp 

（注）スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際
は「@」に変更して送信すること。 

    

４ 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時 

（１）場    所  水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室 

（農林水産省本館８階 ドアＮｏ.本８１８） 

（２）日    時  令和５年２月３日～令和５年２月２０日 

※公告開始日から土日祝日を除く１０日間 

（ただし、行政機関の休日を除く。） 

午前１０時～午後５時 

（３）入 札 説 明 書    入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、委託契約書（案）、仕様

書のほか、以下の資料を含む。 

ア  応札資料作成要領 

イ  評価項目一覧 

ウ  評価手順書 

（４）取 得 方 法  入札説明書は、水産庁ホームページ又は調達ポータルの「調達情報検

索」にて必要な情報を入力又は選択し、本案件を検索のうえダウンロ

ードすること。  



（５）入 札 説 明 会 

① 場  所  水産庁増殖推進部第２会議室（農林水産省南別館８階 ドア No.別８１

３） 

② 日  時  令和５年２月９日 午前１０時 

 

５ 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限 

入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記

７の場所及び日時に行う。 

（１）提 出 期 限  令和５年３月１日 午後５時 

（２）提 出 場 所  【郵便・信書便又は持参】における提出場所 

〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 

水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室 

（農林水産省本館８階 ドアＮｏ.本８１８） 

 

６ 提案書等の審査 

入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧（提案要求事項）に記載している評価基準に基

づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不

合格となる。 

 

７ 開札の場所及び日時 

開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業

があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 

また、上記６で不合格となった者の入札書は、開札しない。 

なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行う

こともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。 

（１）場    所  水産庁資源管理部第１会議室 

（農林水産省本館８階 ドアＮｏ.本８７３） 

（２）日    時  令和５年３月２２日 午前１０時４５分 

 

８ 入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無

効とする。 

 

９ 入札保証金及び契約保証金  免除する。 

 

１０ 契約書作成の要否  要 

 

１１ 落札者の決定方法 

予決令第７９条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が

入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした

入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるもの

とする。 

 



１２ 問い合わせ先 

水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室（本館８階 ドア No. 本８１８） 

担当者：小山 

連絡先：０３－３５０２－８１１１（内線：６７０５） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－７３３２ 

 

１３ その他 

（１）入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）この一般競争に参加を希望する者は、入札心得、入札公告、調達における情報セキュリテ

ィ基準及びこの入札説明書並びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関す

る特約条項を了知の上、入札しなければならない。 

（３）このほか、入札心得による。 

 

 

お知らせ 

１ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成１９年農

林水産省訓令第２２号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合

は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホーム

ページ（http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf）を御覧ください。 

２ 農林水産省は経済財政運営と改革の基本方針 2020 について（令和２年７月 17 日閣議

決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んで

います。 

 

http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf


 

入    札    心    得 

 

 （総則） 

第１条 水産庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託

契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得に

よるものとする。 

 

 （入札等） 

第２条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、

入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、

契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の

説明を求めることができる。 

２ 入札参加者は、入札書（別紙様式第１号）を作成し、封かんの上、入札者の氏名（法人

にあっては、法人名）、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札

しなければならない。 

３ 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又

は取り消しをすることができない。 

４ 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委

任状（別紙様式第２号）を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示を

しなければならない。 

５ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をする 

ことはできない。 

６ 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 

７ 入札参加者は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７１条第１項の規

定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 

８ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第３号）について入札前に確認

しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 

 

 （公正な入札の確保） 

第３条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律 

第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又

は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては

ならない。 

 

 （入札の取りやめ等） 

第４条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行

することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札

の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

 



 （無効の入札） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 競争に参加する資格を有しない者のした入札 

(２) 委任状のない代理人のした入札 

(３) 記名のない入札 

(４) 金額を訂正した入札 

(５) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

(６) 同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理

人が他の入札者の代理をした入札 

(７) 入札時刻に遅れてした入札 

(８) 暴力団排除に係る誓約事項（別紙様式第３号）について、虚偽又はこれに反する行為

が認められた入札 

(９) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

 （再度入札） 

第６条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札

を行うことがある。この場合第１回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札

は無効とし、当該入札に係る第３回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第３回

目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 

２ 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、水産庁長官は当該入札を打ち切ること

がある。 

３ 第１項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 

４ 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができな

いときは、水産庁長官が指定する日時において、再度の入札を行う。 

 

 （落札者の決定） 

第７条 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７９条に基づいて作成された

予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須

項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、水産庁長官が定め

る総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。 

 

 （同価格の入札） 

第８条 落札となるべき同総合評価点の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をし

た者にくじを引かせて落札者を定める。 

２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者

で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員に

くじを引かせるものとする。 

 

 （契約書の提出） 

第９条 落札者は、契約書を作成するときは、水産庁長官から交付された契約書の案に記名

押印の上、落札決定の日から５日以内に水産庁長官に提出しなければならない。ただし、

水産庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。 

２ 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。 



３ 水産庁長官は、落札者が第１項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該

落札者を契約の相手方としないことがある。 

 

 （異議の申立） 

第１０条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等に

ついての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

 

 （その他の事項） 

第１１条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 



 

別紙様式第１号 

 

入   札   書 

 

令和  年  月  日 

 

   支出負担行為担当官 

   水 産 庁 長 官 殿 

 

 

住     所 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名                  

(代 理 人 氏 名                 ） 

(復 代 理 人 氏 名                 ） 

 

 

                    ￥○，○○○，○○○－  

 

ただし、｢令和５年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち遊漁採捕量等実態調査事

業」の代金額 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。 

 

 

 

 

 

 

［注意］１ 提出年月日は必ず記入のこと。 

２ 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 

３ 金額の訂正はしないこと。 

４ 用紙の寸法は、Ａ４判とし、縦長に使用すること。 

５ 再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。 

６ （  ）内は、（復）代理人が入札するときに使用すること。 

７ 委任状は別葉にすること。 



 

別紙様式第２号 

 

 

 

委   任   状 

 

 

私は、          を（復）代理人と定め、支出負担行為担当官水産庁長官の

発注する「令和５年度新たな資源管理システム構築促進事業のうち遊漁採捕量等実態調査

事業」に関し、下記の権限を委任します。 

 

 

記 

 

・入札及び見積りに関する一切の権限 

・（復代理人の選定に関する一切の権限） 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

住      所 

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名            

代 理 人 所 属 先 住 所 

代理人所属先・役職 

代 理 人 氏 名             

 

 

   支出負担行為担当官 

   水 産 庁 長 官 殿 

 

 

［注意］ 用紙の寸法は、Ａ４判とし、縦長に使用すること。 

復代理人を選定する場合は、適宜カッコ内を記載すること。 

日付は入札書記載年月日以前の日付とすること。 



 

別紙様式第３号 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該

当しません。また、将来においても該当することはありません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価

証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供す

ることについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしている

とき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

 上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。 

 

 



（参考１）        入札書封筒記載例 

         （表）                   （裏）   

「
令
和
５
年
度
新
た
な
資
源
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
促
進
事
業
の
う
ち 

遊
漁
採
捕
量
等
実
態
調
査
事
業
」 

 

商号又は名称 

住    所 

電 話 番 号 

 

〆 
支
出
負
担
行
為
担
当
官 

水
産
庁
長
官 

あ
て 

 
 

  

１ 入札書のみを入れてください。 

２ 社名等の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません。 

「
令
和
５
年
３
月
２
２
日 

午
前
１
０
時
４
５
分
開
札
」 



（参考２）        郵送封筒記載例 

  （表）                   （裏）  

〒１００－８９０７ 

東

京

都 

千

代

田

区

霞

が

関

一

丁

目

二

番

一

号 

 

 

「
令
和
５
年
度
新
た
な
資
源
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
促
進
事
業
の
う
ち 

遊
漁
採
捕
量
等
実
態
調
査
事
業
」 

「
令
和
５
年
３
月
２
２
日 

午
前
１
０
時
４
５
分
開
札
」 

書 

留 

商号又は名称 

住    所 

電 話 番 号 

※
入
札
書
在
中 

水
産
庁
資
源
管
理
部
管
理
調
整
課
沿
岸
・
遊
漁
室 

あ
て 

 
 

  

１ ※「入札書在中」は朱書とすること。 

２ 入札書封筒、提案書等及び委任状（代理人が入札を行う場合に限る）を 

入れてください。 

３ 社名等の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません。 



 

別 添    

           電子メールを利用した書類の提出方法  

１．送信先  

水産庁漁政部漁政課経理班  宛 

メールアドレス：suisan_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp 

※  スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」

に変更してください。  

 

２．送信メールの件名  

「令和５年度・事業名・事業者名・○／○」としてください。  

例：令和５年度・◎◎◎◎委託事業・○○○○○ (株 )・1／3 

※  ○／○は何分割の何番目のメールかを記載してください。（下記６参照）  

 

３．メール本文への記載事項  

件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。  

 

４．メール容量  

本文を含め７MB です。（下記６参照）  

 

５．添付ファイルの形式及びファイル名  

ＰＤＦファイルの電子データ形式で提出してください。  

ファイル名は「令和５年度・事業名・提出書類名・事業者名・○／○」としてください。  

例１：令和５年度◎◎◎◎委託事業・提案書・○○○○○ (株 ) ・1／3 

例２：令和５年度◎◎◎◎委託事業・企画提案書・○○○○○ (株 ) ・1／3 

例３：令和５年度◎◎◎◎委託事業・競争参加資格・○○○○○ (株 ) ・1／1 

※  複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。  

 

６．メール容量を超える場合の送信方法  

７MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。  

なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1／1」や

「1／3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。  

※  圧縮ファイルは使用しないでください。  

 

７．受信確認  

メール受信後、翌日の17 時まで又は提出期限日の17 時までのいずれか早い日時  

にメールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場  

合には、１の送信先（電話の場合：03-3591-5031）に連絡してください。  

 



委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作業

時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算

式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書

の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

※１ 時間単価 

時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人

について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

・事業従事者に変更があった場合 

・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用された等） 

・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。）が当該

委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

 

※２ 直接作業時間数 

① 正職員、出向者及び嘱託職員 

直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計

上すること。 

②  管理者等 

原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した

時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当該委 

託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあって 

は、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休日出 勤

等）を含めることができることとする。 



 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記に

よらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り計算による） 

 

２．受託単価による算定方法 

 

委託先（地方公共団体を除く。以下同じ。）において、受託単価規程等が存在する場合

には、同規程等における単価（以下、「受託単価」という。）の構成要素等の精査を委託

契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている 

場合は、各単価及びその根拠を確認すること 

ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及

び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計

上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 

 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることは出来ない。 



３．実績単価による算定方法 

 

委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切り捨て。） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る）及び嘱託職員の人

件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

 

・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるもの

とする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託

先と協議のうえ定めるものとする（以下、同じ。）。 

・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面

で支給されているものは除外する（以下、同じ。）。 

・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下、同じ。）。 

・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業

規則等から１日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする（以

下、同じ。）。 

 

○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費 

等）÷年間理論総労働時間 

 



・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の

確定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間 

・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

時間を立証できる場合に限る。 

・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計。 

 

 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単

価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価

により人件費を算定すること。 

 

 

５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必

要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複が

ないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 



【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。（当該委託事業 

の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められな

いことに留意する。） 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。（数週間分まと

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがな

いよう適切に管理すること。） 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外 

労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である場 

合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先 

において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等 

における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上すること

ができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要が

ある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状 

況を確認できるように区分して記載すること。 



⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿） 

等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名・ 

押印する。 

  




